
落部簡水

『ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心』

を統一標語に、全道春の火災予防運動が実施

されます。

【予防運動期間】4月20日（月）～30日（木）

※町内会、地域で防火懇談会や消火訓練、救

急講習を希望される場合は、下記までご連

絡ください。

※この時季は非常に空気が乾燥し火災が発生

しやすくなっています。火の元には十分ご

注意ください。また、昨年はこの時期にゴ

ミ焼きが原因の火災が多数発生しました。

ご家庭から出る一般ゴミ等は燃やしてはい

けない行為となっていますので適正に処理

してください。

【問い合わせ先】

・八雲消防署 予防課　☎0137－63－2686

・熊石消防署 予防係　☎01398－2－3393

　４月21日（火）～５月31日（日）までは「林野

火災予防強調期間」です。この時期は、空気

が乾燥し、火災の起こりやすい状況です。森

林は一旦火災で失われると回復するまでに多

大なコストと年月を要します。

　山火事のほとんどは人間の不注意により起

きており、山菜取りや釣りなどで山に入る時

は、火の取り扱いに十分注意し、特にたばこ

の投げ捨ては絶対にやめましょう。

　みんなで豊かな森の緑を山火事から守りま

しょう。

【問い合わせ先】

　農林課林業係　☎0137－62－2203
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